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６－１ 食料品製造業(肉加工品製造業)における職業能力体系 

（モデルデータ）の活用 

能力開発研究センターでは、各産業・業種の中央団体と共同で職業

能力開発の基本となる職務分析を実施し、この分析結果を職業能力体

系（モデルデータ）として整備してきたところである。平成 23 年 9

月末現在、日本標準産業分類（平成 19 年 11 月改定）の小分類を中心

に 91 業種（約 2,700 職務）について職務分析を行った。 

本調査研究は、農業経営の多角化の一つとして食料品製造業(肉加

工品製造業)に焦点をあて、農業法人が食料品製造業に係る計画的な

人材育成を行うために、日本農業法人協会の協力の下に、職務等を洗

い出し、それに繋がる「仕事」や｢作業」の項目や内容等について分

析したものである。 

農業法人全体の人材確保や人材育成等に係る問題解決のために、こ

の職業能力体系（モデルデータ）から能力開発の目標を明確にし、そ

の目標に応じた段階的かつ体系的な教育訓練の計画・実施に活用して

いただくよう開発したものである。 

本モデルデータを基本に企業規模や地域性などを付加して、法人独

自の生涯職業能力開発体系を構築することが大切である。 

 

６－２ 職業能力体系（モデルデータ）の評価・検証の必要性 

本モデルデータは、各業種の標準的な職務を洗い出し、体系的に整

理したデータである。今後は以下の点を課題として取り組む必要があ

る。 

イ 協力団体や傘下の企業に対する独自体系及び能力開発体系（研修

体系）の構築などの具体的なフォローアップをすることにより、作

成した職業能力体系（モデルデータ）の有効性を検証する必要があ

る。 

ロ 常に産業界の動向や当該業界に係わる法改正等を注視し、見直し

を図り、最新のデータを提供できるような仕組みづくりを進める必

要がある。 

ハ  機構は、職業能力体系（モデルデータ）を活用して、情報を集

約・整理し、各職員へ周知徹底の上、全国の中小企業に対して積極

的に能力開発（人材育成）支援していく必要がある。 

ニ 今後、各業種における職業能力体系を整備していくにあたっては、

安全衛生面、昨今の環境問題等（ISO14000 等）についても十分検討
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し職務を洗い出していく必要がある。 

 

６－３ 職業能力体系（モデルデータ）の普及のあり方 

今後の職業能力体系（モデルデータ）の普及に当たっては、以下の点

について取り組む必要がある。 

 

イ  協力団体や傘下の企業に対する具体的な人材育成等支援にあたっ

ては、本モデルデータを活用した各社独自の職業能力体系作成支援

だけでは不十分である。今後は、職業能力体系作成支援に加えて職

業能力開発体系（研修体系）の構築及び研修の試行などの具体的な

フォローアップの必要性がある。 

ロ 企業が実践している生涯職業能力開発体系の活用事例を多数公開

し、企業の積極的活用を図る。（現在、機構本部ホームページ「町

かどの機構」において公開中） 

ハ 業界団体及び傘下企業等に生涯職業能力開発体系活用事例等を提

供し、企業が行う職業能力開発の目標設定、評価等への活用を図る。 

ニ 業界団体等が発行する広報誌等に生涯職業能力開発体系の活用方

法等を提供し、広報に努める。 
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